
（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和８年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 281 事 業

名 

農山村地域復興基盤総合整備事業（森林整備事業） 

野川風越線 

事業番号 (5)-40-142 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（間接） 

総交付対象事業費 7,800（千円） 全体事業費 21,300（千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

東日本大震災と原発事故からの復旧・復興に向け、村では国等の支援を受け生活環境の回復や主要なイン

フラ整備等様々な施策を実施し復興は着実に進んでいるが、若い世代の帰村やコミュニティの維持、基幹産

業である農林業の振興など、引き続き取り組むべき課題は多く残されている。 

葛尾村では森林所有者の経営意欲の減退や放射線等への不安により林業生産活動が停滞し、森林の荒廃

や林業・木材産業への影響が懸念されている。 

このような状況に対処するため、村が森林所有者に代わり間伐等の林業施業と路網整備を一体的に実施

し森林整備や木材利用を推進するとともに、森林の公益的機能を維持しながら放射性物質の低減を図り、林

業従事者や地域住民の不安を取り除くための措置を講じ、平成３０年から３２１.６ｈａの森林において整

備を実施してきた。 

福島県浜通り地域では新たに浪江町に集成材工場、飯舘村には大型木質バイオマス施設、川内村にはチッ

プ工場が竣工するなど、木材の受け入れ先が整備され地域林業を取り巻く環境が整ってきたことから、本格

的な森林整備が再開できる見通しとなった。 

しかし、地域の林業再開において、森林整備や木材搬出のために大型車両の走行が必要不可欠な林道野川

風越線の中清水橋は、避難指示期間に適切な維持管理が困難となっていたことから、点検診断の結果、緊急

的な対策及び現行の耐震基準を満たすように改修を行う必要があると判定された。 

よって、本事業により改修を行い、林業に従事する車両の通行の安全確保を図り、林業再開の加速化を図

る。 

＜事業目標＞ 

葛尾村林道橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）に基づき調査設計橋梁数 

調査設計業務：（令和８年度）１橋  

橋梁改良工事：（令和９年度）１橋 

 

事業概要 

＜林道改良事業＞ 

令和２年に実施した橋梁施設の点検診断結果をもとに、橋梁の現地調査を含め、橋梁設置後 37 年が経過

したコンクリート床版の遊離石灰、支承部の錆、下部工構造物のひび割れ等の緊急な措置が必要と判定され

る部位について調査設計を実施する。 

・野川風越線 

橋梁の長寿命化調査設計 １橋 

 

当面の事業概要 

＜令和８年度＞ 

 調査設計業務 １橋、事業費  7,800 千円   

＜令和９年度＞ 

 橋梁改良工事 １橋、事業費 13,500 千円 

 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 



・地域の基幹産業である林業・林産業の産業基盤の整備 

・地区集落間の連絡道や災害時の迂回路として安全な通行の確保 

・林道野川風越線が通過する中清水集落では、３０世帯のうち１４世帯が震災前の居住地に完全帰還して

いる一方、残る１６世帯の多くは、避難先と本集落の二地域居住を継続している状況にある。地域住民の将

来的な完全帰還を見据えると、日常生活の利便性や生業再開に向けた環境整備が重要な課題となっている。 

このため、生活道の一部として利用されている当該林道について改良を行い、通行の安全性及び利便性の

向上を図るとともに、林道沿線における農地整備や森林整備を一体的に進めることにより、営農や森林管理

の再開を支援し、集落における生活環境の改善を通じて、帰還促進につなげるものである。 

 

 

関連する事業の概要 

〇ふくしま森林再生事業（国事業名：森林環境保全整備事業＜復興特別会計＞） 

震災以降、放射性物質の影響により森林整備や林業生産活動が停滞している森林において、森林の有する

多面的機能の発揮を確保するため、市町村等の公的主体が間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に

実施。 

（実績）間伐等（Ｈ３０～）３２１.６ha 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



位置図

野川風越線

中清水橋 野行大笹線

野行橋

湯ノ平線

湯ノ平橋

大放石黒線

大黒橋


